
大和市告示第８６号 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱等の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和６年５月１日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱等の一部を改正する要綱 

（大和市予防接種費用の助成に関する要綱の一部改正） 

第１条 大和市予防接種費用の助成に関する要綱（平成２２年大和市告示第６１号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１結核（ＢＣＧ）の項中「１１，４９５円」を「１３，１４５円」に改め、同表ジフ

テリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風（４種混合）の項の次に次のように加える。 

ジフテリア・百日せき・急性

灰白髄炎・破傷風・Ｈｉｂ

（５種混合） 

１期 生後２月以上３歳未満 ２３，５７３円 

３歳以上６歳未満 ２２，１４３円 

６歳以上７歳６月未満 ２１，３１８円 

第２条 大和市予防接種費用の助成に関する要綱の一部を次のように改正する。 

別表第１限度額の欄を次のように改める。 

限度額 

１７，６３３円 

１２，１００円 

１３，２１１円 

８，７６７円 

７，７２２円 

６，２９２円 

５，４６７円 

５，２１４円 

１３，２７７円 

１１，８４７円 

９，３１７円 

７，８８７円 



９，３１７円 

７，８８７円 

９，５８１円 

９，８２３円 

８，３９３円 

７，５６８円 

１２，４８５円 

１１，０５５円 

１０，２３０円 

１３，８８２円 

１２，４５２円 

１１，６２７円 

２３，６３９円 

２２，２０９円 

２１，３８４円 

１０，０６５円 

１２，５５１円 

１７，００６円 

３０，０１９円 

費用免除者 ５，４５６

円 

費用免除者以外の者  

３，４５６円 

費用免除者 ９，００９

円 

費用免除者以外の者  

６，００９円 

（大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費用の助成に関す

る要綱の一部改正） 

第３条 大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費用の助成に



関する要綱（平成２５年大和市告示第１９８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１結核（ＢＣＧ）の項中「１１，４９５円」を「１３，１４５円」に改め、同表ジフ

テリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風（４種混合）の項の次に次のように加える。 

ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風・Ｈｉｂ（５種混合） ２１，３１８円 

第４条 大和市長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期の予防接種費用の助成に

関する要綱の一部を次のように改正する。 

別表第１限度額の欄を次のように改める。 

限度額 

１３，２１１円 

８，７６７円 

１０，０６５円 

１２，５５１円 

５，４６７円 

５，２１４円 

１１，６２７円 

２１，３８４円 

１０，２３０円 

１１，８４７円 

７，８８７円 

７，８８７円 

９，５８１円 

７，５６８円 

１７，００６円 

３０，０１９円 

費用免除者 ９，００９円 

費用免除者以外 ６，００９

円 

（大和市特別の理由による任意の予防接種費用の助成に関する要綱の一部改正） 

第５条 大和市特別の理由による任意の予防接種費用の助成に関する要綱（令和元年大和市告示第

９４号）の一部を次のように改正する。 



別表第１中 

１１，４９５円 

を 

１３，１４５円 

 に改め、同表ジフテリア・ １０，０６５円 １１，７１５円 

９，２４０円 １０，８９０円 
 

百日せき・急性灰白髄炎・破傷風（４種混合）の項の次に次のように加える。 

ジフテリア・百日せき・急性

灰白髄炎・破傷風・Ｈｉｂ

（５種混合） 

３歳未満 ２３，５７３円 

３歳以上６歳未満 ２２，１４３円 

６歳以上 ２１，３１８円 

第６条 大和市特別の理由による任意の予防接種費用の助成に関する要綱の一部を次のように改正

する。 

別表第１限度額の欄を次のように改める。 

限度額 

１３，２１１円 

１１，７８１円 

１０，９５６円 

８，７６７円 

７，３３７円 

６，５１２円 

７，７２２円 

６，２９２円 

５，４６７円 

５，２１４円 

１３，２７７円 

１１，８４７円 

１１，０２２円 

９，３１７円 

７，８８７円 

７，０６２円 

９，３１７円 

７，８８７円 

「 「 

」 」 



７，０６２円 

９，５８１円 

８，７５６円 

９，８２３円 

８，３９３円 

７，５６８円 

１２，４８５円 

１１，０５５円 

１０，２３０円 

１３，８８２円 

１２，４５２円 

１１，６２７円 

２３，６３９円 

２２，２０９円 

２１，３８４円 

１０，０６５円 

９，２４０円 

１２，５５１円 

１１，７２６円 

１７，００６円 

３０，０１９円 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行し、第１条、第３条及び第５条の規定による改正後のそれぞれ

の要綱の規定は、令和６年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。ただし、第２条、

第４条及び第６条の規定は、同年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条、第３条及び第５条の規定による改正後のそれぞれの要綱の規定は、適用日以後に実施

する予防接種について適用し、適用日前に実施した予防接種については、なお従前の例による。 

３ 第２条、第４条及び第６条の規定による改正後のそれぞれの要綱の規定は、附則第１項ただし



書に規定する規定の施行の日以後に実施する予防接種について適用し、同日前に実施した予防接

種については、なお従前の例による。 


